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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
統
合
幕
僚
学
校
卒
業
式
へ
の
前
航
空
幕
僚
長
出
席
拒
否
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

統
合
幕
僚
監
部
統
合
幕
僚
学
校
（
以
下
「
統
合
幕
僚
学
校
」
と
い
う
。
）
は
、
元
校
長
で
あ
る
田
母
神
俊
雄
氏
（
以
下
「

田
母
神
氏
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
に
実
施
し
た
第
七
期
統
合
高
級
課
程
卒
業
式
の
来
賓
と
し
て
、

同
年
一
月
二
十
九
日
に
招
待
状
を
送
付
し
、
同
年
二
月
十
五
日
に
田
母
神
氏
か
ら
出
席
す
る
旨
の
返
書
を
受
領
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

防
衛
省
の
内
部
部
局
等
か
ら
統
合
幕
僚
学
校
に
対
し
、
御
指
摘
の
よ
う
な
通
告
を
行
っ
た
事
実
は
な
い
。

ま
た
、
渡
邊
�
統
合
幕
僚
学
校
長
か
ら
は
、
同
氏
が
田
母
神
氏
に
対
し
て
第
七
期
統
合
高
級
課
程
卒
業
式
へ
の
出
席
を
断

る
旨
の
連
絡
を
行
っ
た
際
に
は
、
田
母
神
氏
が
航
空
幕
僚
長
で
あ
っ
た
当
時
に
、
政
府
の
認
識
と
明
ら
か
に
異
な
る
見
解
を

公
に
し
た
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
政
府
の
認
識
を
踏
ま
え
て
、
説
明
を
し
た
も
の
と
聞

い
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一



統
合
幕
僚
学
校
は
、
平
成
十
七
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
課
程
及
び
統
合
高
級
課
程
の
卒
業
式
へ
の

招
待
状
を
田
母
神
氏
に
送
付
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

任
意
団
体
で
あ
る
東
京
地
本
援
護
協
力
会
城
北
地
区
援
護
協
力
会
杉
並
区
支
部
か
ら
自
衛
隊
東
京
地
方
協
力
本
部
に
対
し
、

平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
に
田
母
神
氏
の
講
演
会
を
計
画
し
て
い
る
旨
の
連
絡
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
防
衛
省
よ
り
、

講
演
会
の
中
止
又
は
主
催
者
の
変
更
を
求
め
る
旨
の
要
請
を
行
っ
た
事
実
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

四
に
つ
い
て
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

二


